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  （開 会  午前  ９時 ３０分） 

●黒川副議長 

 皆さん、おはようございます。 

初めにご報告を申し上げます。本日は佐竹議長が欠席でございます。副議長である私、

黒川が議長の職を代行させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

開会前でありますが、町長より諸報告の申し出がありましたので、これを受けたいと思

います。 

●黒川副議長 

番外、町長。 

●景山町長 

 開会前でございますが、ただ今議長のお許しをいただきましたので、諸報告３件につい

てご報告をいたします。始めに、美郷町新たな雇用を創出する企画提案事業採択について

報告をいたします。雇用の場の創出のため、平成２４年度から行っております、新たな雇

用を創出する企画提案事業につきまして、広島市に本社があります株式会社 多山文具か

らこの事業についての応募がなされておりました。去る４月２８日、５月８日と２回にわ

たりまして審査会を行い、この事業を採択したところでございます。応募の内容は、美郷

ブランドを中心とした販路開拓と商品開発事業でございまして、具体的には美郷町の商品

を中心にその周辺地域の産品等を東広島市内の大型商業施設で定期的に販売し、商品の拡

販を図るもの、また美郷町の産品等に付加価値を付けて販売を試みる事業でございます。

この事業に対し、３名の新規雇用を予定されており、ハローワークに求人をなされ、現在

２名の雇用者が決定していると伺っております。次に昨年の災害により被災した林道の、

その後の経過についてご報告をいたします。該当の災害復旧現場は、上部を県営の災害関

連の緊急治山事業、千原地区 山腹工事として、下部を林道災害復旧事業として復旧事業

を展開して行きます。県営事業は昨年より林野庁と協議を行い、本年１月２４日に事業費

を確定し、２月２０日交付決定をいただいたと報告を受けております。また、町の林道災

害は３月５日に、現地において林野庁の査定を受けたところであります。ここまでで、地

元湯谷地区の方々には大変なご不便をお掛けいたしておりますが、この間、地元説明会な

どによる住民の方々への情報提供を行うことにより、住民の不安の解消に努めてまいりま

した。今後も、６月中に予定をしております工事施工に伴う地元説明会を始めとして、事

業の進捗などの工事の情報を提供して行くつもりであります。先月の５月２８日には、島

根県において県営事業部分が発注となり、岡山産業有限会社が１億１８８０万円で契約が

交わされたとの報告も受けております。今後、町の林道災害を発注することにより、着実

に林道の復旧に向けて動くことになりますが、工事を安全に施工していくために、沿線自

治会へのご協力も併せてお願いするものであります。最後に、工事発注状況及び平成２５

年災害復旧工事進捗状況についてでありますが、お手元に配布しております工事発注状況

一覧表及び平成２５年災害進捗状況、平成２６年５月２７日現在をもちまして報告に代え
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させていただきます。以上で諸報告を終わります。 

●黒川副議長 

 町長の諸報告が終わりました。 

ただ今の出席議員は１０名であります。ただ今から平成２６年美郷町議会第２回定例会

を開会いたします。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布してあるとおりであります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１２７条の

規定により、６番・山本議員。８番・安田議員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日９日から１３日までの５日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●黒川副議長 

 ご異議なしと認め、本定例会の会期は本日から１３日までの５日間とすることに決しま

した。 

日程第３、請願の委員会の付託を議題といたします。本日までに受理いたしております

請願は、お手元に配布いたしております文書表のとおりでございます。会議規則第９２条

第１項の規定により、文書表のとおりの所管の委員会へ付託いたしますので、審査・調査

をお願いいたします。 

日程第４、議案の上程・説明を議題といたします。本定例会に提案を受けております議

案は、条例案３件、予算案６件、一般事件案３件、報告事件案２件の計１４件であります。

議案第４４号から議案第５５号までの１２議案、並びに報告事件案２件の計１４件を一括

上程いたします。 

始めに議案第４４号から議案第４６号までの条例案について順次提案理由の説明を求め

ます。 

●黒川副議長 

 はい番外、総務課長。 

●花田総務課長 

 上程になりました議案第４４号についてご説明を申し上げます。議案第４４号、美郷町

委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する

条例の制定について。美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁

償支給条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。平成２６年６月９

日提出。美郷町長 景山 良材。提案理由をご説明を申し上げます。美郷町委員会の委員

等並びに非常勤の職員に対する費用弁償の額につきましては、美郷町議会の議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例第４条第３項及び別表第２の規定を準用することとなって
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おります。先の平成２６年第１回定例会では、この美郷町議会の議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例が改正されました。この改正において日当の支給範囲を県内は松江市

以東、浜田市以西、県外は隣接する三次市、庄原市等の一部地域を除くものと規定されて

おりますが、委員会の委員並びに非常勤の職員に対しての日当は従前の区分通り支給範囲

を設けない取り扱いで算出支給の運用に当たり、その趣旨を明確化するため、改正を行う

ものでございます。原則としまして、この条例は公布の日から施行すると。以上が議案第

４４号でございます。よろしくお願いをいたします。 

●黒川副議長 

 番外、住民課長。 

●渡邊住民課長 

 上程いただきました議案第４５号についてご説明申し上げます。議案第４５号、美郷町

税条例等の一部を改正する条例の制定について。美郷町税条例等の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定するものとする。平成２６年６月９日提出。美郷町長 景山 良材。次

のページをお願いいたします。この度の改正は、地方税法及び地方税法施行令の一部改正

が平成２６年３月３１日交付、４月１日施行されたことに伴い、関連する美郷町税条例の

一部改正について専決処分を必要とした改正を除くもの。具体的には、本年４月１日施行

を必要とした部分を除く改正について上程するものでございます。改正条例の構成といた

しいたしまして、第１条に今回の改正を、次のページ中段には第２条として、昨年９月３

０日公布した税条例の改正において、この度の改正において影響のある部分の改正を謳っ

ております。まず第１条についてでございます。第２３条第２項は、外国法人に対する町

民税の納税義務者についての定義を謳っておりますが、その定義について法人税法の改正

により、外国法人の国内にある支店や工場などが恒久的施設として定義されることに伴い、

所要の改正をするものでございます。第３３条第６項につきましては、地方税法の改正に

より引用する条文の号のずれについて整備するものでございます。第３４条の４では、法

人町民税の法人税割の率を定めておりますが、地方法人税の創設に対応して法人税割の標

準税率及び制限税率が引き下げられたことに伴い、現在１４．７％を１２．１％に改める

ものでございます。第４８条第２項及び第５項の改正。第５２条第１項の改正につきまし

ては、法人町民税の申告納付を定め、及び納付期限延長の場合の延滞金の定めについて、

町内に支店、或いは工場等を有する外国法人について、法人税法において外国税額控除等

の規定が整備されることに伴い、地方税法の改正に合わせ所要な改正を行うものでござい

ます。第５７条及び第５９条につきましては、固定資産税の非課税の適用を受けようとす

べき申告等についての定めで、地方税法におきまして、認定こども園及び小規模保育事業

用の固定資産が加わったことに伴い、条文のずれを改めるものでございます。下から５行

目の第８２条は軽自動車税についての改正でございます。ここでは原動機自転車、軽自動

車、小型特殊自動車及び小型二輪車についての、１台当たりの年税額を定めておりますが、

第１号の原動機自転車につきましては、約現行税率の１．５倍、最低２０００円とするも
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のでございます。具体的には総排気量５０cc 以下のものについては１０００円を２０００

円、２輪のもので総排気量５０cc を超え９０ｃｃ以下のものについては１２００円を２０

００円に、同じく２輪のもので総排気量が９０ｃｃを超えるものについて１６００円を２

４００円に、３輪以上のもので総排気量が２０ｃｃを超えるものについて２５００円を３

７００円に改めるものでございます。第２号の軽自動車及び小型特殊自動車の改正につき

ましてですが、次のページをお願いいたします。軽自動車のうち、自家用乗用車にあって

は約１．５倍、その他の車両については約１．２５倍とするものでございます。２輪のも

ので総排気量が１２５ｃｃを超え２５０ｃｃ以下のものについて２４００円を３６００円

に、３輪のものについて３１００円を３９００円に、４輪以上のもので乗用車両のうち営

業用のものについて５５００円を６９００円に、自家用のものについて７２００円を１万

８００円に、貨物用車両のうち営業用のものについて３０００円を３８００円に、自家用

のものについて４０００円を５０００円に、同条第３号の総排気量が２５０ｃｃを超える

２輪の小型自動車につきましては４０００円を６０００円に改めるものでございます。次

に附則第４条の２につきましては、公益法人等にかかる町民税の課税の特例について、租

税特別措置法の改正に伴い所要の改正を行うものです。附則第７条の４につきましては、

該当する条文のずれにより整理するものでございます。附則第１６条の改正につきまして

は、軽自動車税の税率の特例について新設するもので、３輪以上の軽自動車について車両

番号の指定を受けた月から起算して１４年を経過した月の年度分以後の軽自動車税につい

て、概ね２０パーセントの重課税率を適用した額とするものです。これは軽自動車におい

ても、普通車同様グリーン化税制を進める観点から導入されたものです。このページ下か

ら次のページまでの表が重課税率適用後の税率となります。附則第１９条第１項、第１９

条の２第２項につきましては株式等の譲渡所得について、町民税の課税特例の規定につい

て引用条項を明確化した整備を行うものでございます。附則第２２条から第２３条までに

つきましては、東日本大震災による雑損控除等の特例規定について、必ず条例によって定

めなければならない事項を除き、条例には規定しないこととして示された準則に沿って削

除するものでございます。それに伴いまして附則第２４条及び２５条をそれぞれ繰り上げ

るものでございます。中段第２条には平成２５年、昨年９月公布の一部改正条例において、

地方税法を引用しておりますが、この度の地方税法の改正に伴い、附則条文にずれが生じ

たため改正及び引用する法律の名称について明確化するなど、条文の整理について改正を

行うものでございます。下から４行目、附則といたしまして、この条例は平成２６年１０

月１日から施行する。ただし次の各号の規定は、その各号に定める日から施行するとして

おります。次のページをお願いします。主なもので次のページ、第２号におきまして条例

第８２条の軽自動車の税額の改正規定並びに軽自動車税の改正の経過措置を定めた附則第

４条及び平成２７年３月３１日までに新規登録された３輪以上の軽自動車税についての規

定につきましては、平成２７年４月１日から。第３号においては外国法人の定義、或いは

軽自動車税の住家を定めた附則第１６条の改正規定などにつきましては、平成２８年４月
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１日から施行することとしております。第２条におきましては、町民税の経過措置を謳っ

ております。第５項におきまして、法人町民税の法人税割の改正につきましては、平成２

６年１０月１日以後に開始する事業年度分から適用することとし、それ以前の事業開始年

度分については従前通りとしております。次のページをお願いします。第３条では軽自動

車税の改正につきましては、平成２７年度分からとして、平成２６年度分までのものにつ

いての経過措置を謳っております。第４条第１項では３輪以上の軽自動車に対する軽自動

車税の重課税率の適用については、平成２８年度分以降適用することとし、第２項におい

ては平成１５年１０月１４日以前の新規登録車両については、受けた日を受けた月の属す

る１２月３１日と読み替える経過措置でございます。これは平成１５年１０月１４日以前

に新規登録された軽自動車については、車検証が登録の年のみを記載していることから、

その年の１２月から起算し１４年を経過する月の属する年度分から適用することを定めた

ものでございます。第５条におきましては、平成２７年３月３１日以前に新規登録される

３輪以上の軽自動車に対する軽自動車税について、右欄の額、つまり改正前の額とする読

み替え規定を掲げております。よって３輪以上の軽自動車の軽自動車税につきましては、

平成２７年度新規登録分について翌年の平成２８年度分課税から改正となります。平成２

６年度以前に登録した軽自動車税については、重課税率を適用を受けるものを除き、従前

通りとなっているところでございます。以上が案第４５号でございます。ご審議の程お願

いいたします。 

●黒川副議長 

 はい番外、教育課長。 

●三上教育課長 

 上程いただきました議案第４６号についてご説明申し上げます。美郷町社会教育委員設

置条例の一部を改正する条例の制定について。美郷町社会教育委員設置条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり制定するものとする。平成２６年６月９日提出。美郷町長 景山 

良材。次のページをご覧ください。提案理由を申し上げます。これは上位法であります国

の社会教育法の一部改正に伴い、条例を改正するものでございます。美郷町社会教育委員

設置条例の第２条中、法第１５条第２項に定める者を学校教育及び社会教育の関係者、家

庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者に改めるものでございます。

この一部改正によりまして、条例の表現は変わりますけども、内容に変更はございません。

附則としまして、この条例は、公布の日から施行するとしております。以上が議案第４６

号の説明でございます。説明を終わります。ご審理の程よろしくお願いします。 

●黒川副議長 

 続いて議案第４７号から議案第５２号までの予算案について、順次提案理由の説明を求

めます。 

●黒川副議長 

 番外、企画財政課長。 
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●三上企画財政課長 

 上程になりました議案第４７号についてご説明を申し上げます。議案第４７号、平成２

６年度美郷町一般会計補正予算第１号。平成２６年度美郷町の一般会計補正予算第１号は、

次に定めるところによる。歳入歳出予算補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ１６１７万９０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７３億

５６１７万９０００円とする。平成２６年６月９日提出。美郷町長 景山 良材。６ペー

ジをお願いをいたします。２、歳入でございます。款１３、国庫支出金、目１、民生費国

庫補助金でございます。節１、社会福祉費補助金、説明欄のところでございますが、臨時

福祉給付金の事業費及び事務費の補助金で、補助内示がございましたので差額分を計上し

ております。また子育て世帯臨時給付金事務費補助金は、給付管理システムのための補助

金でございます。それから、節３、児童福祉補助金の説明欄のところでございますが、少

子化対策強化交付金事業補助金でございます。これは定住子育て支援等の実態調査のため

の補助金でございます。その下、款１４、県支出金、目１、民生費県負担金でございます。

補正額１５０万でございますが、これは生活保護費の負担金でございまして、内示がござ

いましたのでその同額補正でございます。それからその下、款１８、目１、とも繰越金で

ございます。補正額５２６万１０００円でございますが、これはこの度の補正に要する一

般財源といたしまして、平成２６年度繰越し充当するものでございます。次の７ページを

お願いをいたします。３、歳出でございます。最初に款１、議会費から款１０、教育委員

会費までの節２、給料から節４、まで共済費でございますが、これまでの人件費につきま

しては、一括説明をさせていただきます。補正につきましては、４月１日の人事異動に伴

うもの。それから共済費の負担金の変更によりますもので、人件費の一般会計総額は２０

３万８０００円の減額となります。また他会計繰出金５会計ございます。これの合計が５

４８万円でございますが、これにつきましても４月１日の人事異動に伴うものと、共済費

負担率の変更による人件費に伴う繰出金でございます。款２、目６、説明欄００１、これ

同じく企画費でございます。今年度より定住ポイント制度を実施をしておりますが、定住

ポイント交換分の商品券の予算組み替えを行うものでございまして、定点ポイントは商品

券と交換し、その内の２割部分はプリペイドカード。それから８割については地域商品券

と交換をすることとしております。報償費につきましては、このプリペイドカード購入経

費を。それから印刷製本費につきましては、商品券の印刷経費を計上しております。次の

ページをお願いいたします。その他委託料でございます。これは商店と地域商品券の取り

扱いについて、それぞれ委託契約を結んでおりますが、喚起につきましては委託料を通し

て支出をすることとなりますので、これの予算組み替えでございます。それからその下、

００６、新エネルギー推進費でございます。これはペレット製造機の取得経費で購入価格

が乾燥機等とも含めまして１１０万円となりましたので、今回補正、追加補正をお願いす

るものでございます。次のページをお願いいたします。款３、目１、社会福祉総務費でご

ざいます。説明欄の００１の一番下、他会計繰出金でございますが、これは国民健康保険
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特別会計への繰出しでございまして、４月１日の人事異動に伴うものでございます。次の

ページをお願いいたします。００６、臨時福祉給付金でございますが、これは補助金の内

示に伴う給付費の減額、それからその他使用料は給付金交付システムのための使用料でご

ざいます。それからその下、００７、子育て世帯臨時給付金でございますが、これは給付

管理システムのための借り上げ料でございます。それからその下、００８、少子化対策強

化交付金でございます。この内のその他委託料でございます。これは全額国の補助を受け

て実施するものでございまして、若者世代に定住子育て支援ニーズの実態調査、それから

全国自治体対応対象とした定住子育て政策の実態調査・分析を行いまして、今後の美郷町

の定住子育て支援を更に充実をさせて行くことで、結婚、出生率の向上、それから町外へ

の流出の抑制を図ることとしております。１３ページをお願いをいたします。下の欄でご

ざいますが、款６、項３、農業振興費でございます。説明欄の０１５、誇りのもてる産業

おこし支援事業でございます。これは当初１件計上しておりますが、この度追加分で今後

事業申請が予定をされておりますので１件分、１５０万補正をするものでございます。続

きまして次のページ、１４ページをお願いをいたします。００５、地籍調査事業費でござ

います。これにつきましては予算の組み替えを行っております。続きまして次のページを

お願いをいたします。１５ページでございます。款７、目３、観光費でございます。観光

協会が役場内に移転をしたことから、観光協会の職員を役場の嘱託職員として採用するた

め、補助金から嘱託職員へ予算を組み替えるものでございます。続きまして款８、目２、

道路維持費でございます。説明欄の機械器具費５８万円でございます。これは災害支援シ

ステムの購入でございます。災害現場にタブレットを持参をいたし、写真等を送信するこ

とによりまして、ＧＰＳ機能等で災害状況が瞬時に把握でき、正確なまた、災害、起債管

理が可能となることから、このたび導入をするものでございます。以上で議案第４７号の

説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

●黒川副議長 

 番外、建設課長。 

●赤穴建設課長 

 それでは上程になりました議案第４８号について説明をいたします。議案第４８号、平

成２６年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算第１号。平成２６年度美郷町の簡易水道

事業特別会計補正予算第１号は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１条、

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４万４０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２億６９２１万８０００円とする。歳入歳出の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によ

る。平成２６年６月９日提出。美郷町長 景山 良材。それでは説明をいたします。それ

では、まず５ページをお開きください。５ページの２、歳入。款５、繰入金、項１、他会

計繰入金、目１、一般会計の繰入金ということでございます。これは先程一般会計の方で

もありましたように、人件費に対する補正分ということになります。運転経費に入ります。
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ここにありますように４万４０００円の補正ということであります。それでは次に６ペー

ジをお開きいただきまして、３、歳出。款１、上下水道費、項１、簡易水道事業費、目１

であります。簡易水道事業費の中の補正額４万４０００円。説明欄にありますように、一

般職員の給与と共済等の負担金の改定に伴います補正ということで４万４０００円ござい

ます。以上でございます。ご審議の程よろしくお願いをいたします。続きまして議案第４

９号に入りたいと思います。議案第４９号、平成２６年度美郷町下水道事業特別会計補正

予算第１号。平成２６年度美郷町の下水道事業特別会計補正予算第１号は、次に定めると

ころによる。歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６４４７万７０００円とする。

平成２６年６月９日提出。美郷町長 景山 良材。それでは説明の方に入ります。えぇこ

れも簡易水道事業と同じように、まず５ページをお開きくださいませ。５ページの２、歳

入、款４、の繰入金です。項１、他会計繰入金、目１、一般会計繰入金ということで、補

正額７０００円であります。これも先程同じく人件費、運転費の中の人件費ということで

あります。７０００円の補正です。次のページをお開きください。６ページにございます。

款１、下水道費の中の項１、公共下水道事業費、目１、公共下水道並びにその下の欄の項

２、農業集落排水事業、目１、農業集落排水施設事業。公共下水の方で、それぞれ共済組

合の説明にありますように、負担金ということでございまして、公共下水の方で４０００

円の減、農業集落排水の方で１万１０００円の増ということで合計７０００円の下水道事

業の補正ということでございます。以上が下水道事業の説明でございます。ご審議の程よ

ろしくお願いをいたします。 

●黒川副議長 

 番外、住民課長。 

●渡邊住民課長 

 上程になりました議案第５０号についてご説明申し上げます。議案第５０号、平成２６

年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算第１号。平成２６年度美郷町の国民健康保険特

別会計補正予算第１号は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１条、歳入

歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５００万９０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ７億５２８万９０００円とする。平成２６年６月９日提出。美郷町長 

景山 良材。補正の理由でございますけども、他会計と同じ同様に本年４月の人事異動に

伴いますもの。それから共済負担率の変更に伴う補正でございます。５ページの方をお願

いいたします。２、歳入。款１３、繰入金、項２、他会計繰入金、目１、一般会計繰入金、

補正額５００万９０００円の増額でございます。職員給与費等の増額のために、一般会計

から繰入金を増額するものでございます。次のページ、６ページをお願いいたします。３、

歳出。款１、総務費、項１、総務管理費、目１、一般管理費、補正額５００万９０００円

の増額でございます。冒頭申し上げました通り給与、手当、共済費等の増額をするもので

ございます。以上議案第５０号の説明を終わります。ご審議の程よろしくお願いいたしま
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す。続きまして議案第５１号についてご説明いたします。議案第５１号、平成２６年度美

郷町国民健康保険診療所特別会計補正予算第１号。平成２６年度美郷町の美郷町国民健康

保険診療所特別会計補正予算第１号は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４１万１０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ８２４９万３０００円とする。平成２６年６月９日提出。

美郷町長 景山 良材。やはり同じ、補正の内容につきましては、同様に共済費の改定及

び職員の昇格に伴います給与費の増額分を補正しております。５ページをお願いいたしま

す。２、歳入。款２、繰入金、項１、他会計繰入金、目１、一般会計繰入金、補正額４１

万１０００円の増額でございます。給与費、共済費等の増に伴う繰入金を増額するもので

ございます。次の６ページをお願いいたします。３、歳出。款１、総務費、項１、総務管

理費、目１、一般管理費、補正額４１万１０００円の増額でございます。職員給与、それ

から共済費の負担率の改定に伴い増額をするものでございます。以上議案５１号の説明を

終わります。ご審議の程お願いいたします。続きまして議案第５２号についてご説明をさ

せていただきます。議案第５２号、平成２６年度美郷町後期高齢者医療特別会計補正予算

第１号。平成２６年度美郷町の後期高齢者医療特別会計補正予算第１号は、次に定めると

ころによる。歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８８３９万７０００円とする。

平成２６年６月９日提出。美郷町長景山 良材。同様に職員共済費の負担率の改定に伴う

補正でございます。５ページをお願いいたします。２、歳入。款３、繰入金、項１、他会

計繰入金、目１、一般会計繰入金、２万円の増額でございます。歳出との調整によりまし

て、繰入金を増額いただくものでございます。次のページ、６ページをお願いいたします。

３、歳出。款１、総務費、項１、総務管理費、目１、一般管理費、２万円の増額でござい

ます。共済組合の改正と普通旅費の旅費規定の改定に伴いまして普通旅費を計上したもの

でございます。以上議案第５２号の説明を終わります。ご審議の程お願いいたします。 

●黒川副議長 

 続いて議案第５３号から議案第５５号までの一般事件案について、順次提案理由の説明

を求めます。 

●黒川副議長 

 番外、住民課長。 

●渡邊住民課長 

 上程いただきました議案第５３号についてご説明いたします。議案第５３号、専決処分

の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり

専決処分したので同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。記。処分事項、

美郷町税条例の一部を改正する条例。処分年月日、平成２６年３月３１日。平成２６年６

月９日提出。美郷町長 景山 良材。次のページをお願いいたします。専決処分の理由で

ございますけども、地方税法及び地方税法施行令の一部を改正する法律が平成２６年３月
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３１日公布、４月１日施行されることに伴い、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づ

き、関連する美郷町税条例の一部改正について専決処分を行ったものでございます。改正

の内容でございますけども、附則第６条及び第６条の２つきましては、居住用財産及び特

定居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について、第６条の

資産につきましては、阪神淡路大震災に係る雑損控除の特例について謳われておりますが、

これら町民税の課税標準の計算の細目を定めるものでありまして、条例から削除するとの

方針により、条例準則に沿って削除するものであります。附則第８条第１項では、肉用牛

の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例について、改正前までは平成２７年度ま

でとされていたところ、３年間延長し平成３０年度までに改めるものでございます。附則

第１０条の２、見出し部分及び条文中の項と号の改正につきましては、地方税法の改正に

伴う条文のずれを整理すると伴に、固定資産税の課税標準につきまして期限を定めて、軽

減の特例措置の割合を定めるものでございまして、附則法附則第１５条第２項第１号に公

害防止施設のうち、汚水廃液処理施設については３分の１、第２号第３号に大気汚染防止

のための指定物質排出抑制施設及び土壌汚染対策特定有害物質排出抑制施設について２分

の１と、割合とする定めを加えるものでございます。ページ下から４行目からは、同じく

附則第１０条の２に、２つの号を加えるものでありまして、第７号に水防法に定める地下

街等の浸水防止の設備につきましては３分の２、第８号にはノンフロンの業務用冷凍及び

冷房機器について４分の３の割合とすることについて、追加するものでございます。次の

ページをお願いいたします。附則第１０条の３第９項としまして、固定資産税の減額規定

の適用を受けようとすべき者が、すべき申告について、病院、旅館等不特定多数が利用す

る大規模な建築物等の耐震改修を行った場合の申告についての定めを加えるものでござい

ます。ページ下部の附則第１７条の２第１項及び第２項におきまして、一定の規模を要件

を満たす優良住宅等のため、土地を譲渡した場合の町民税の課税の特例の期限について３

年間延長し、平成２５年度課税分までとするものでございます。附則第２１条第１項及び

第２項では法の規定により固定資産税の非課税の特例の適用を受けていた一般社団法人及

び財団法人について、特例期間の終了に伴い所要の改正を行うものでございます。次のペ

ージ、附則第２１条の２につきましては、地方税法の改正に伴う条文のずれを整備するも

のでございます。この度の専決処分による改正におきましては、美郷町におきましては肉

用牛の売却により、事業所得の課税特例の他は現在のところは適用となるものはございま

せん。附則といたしまして、第１条に施行期日を、平成２６年４月１日からと定めており

ます。第２条では、個人の住民税、町民税について。第３条では固定資産税の適用の経過

措置について定めております。第３条第２項から第７項までは、固定資産税の減額規定の

適用について。平成２６年４月１日以降の取得される施設・設備・機器及び耐震改修が行

われる家屋に課すべき、平成２７年度分以後の固定資産税について適用することとしてお

ります。以上が議案第５３号でございます。ご審議の程お願いいたします。続きまして議

案第５４号につきまして説明を申し上げます。議案第５４号、専決処分の承認を求めるこ



 

11 

 

とについて。地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分をしたの

で同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。記。処分事項、美郷町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例。処分年月日、平成２６年３月３１日。平成２６年６月

９日提出。美郷町長 景山 良材。この度の改正は議案第５３号と同じく、地方税法等の

一部改正が平成２６年３月３１日公布、４月１日に施行されたことに伴い、美郷町国民健

康保険税条例につきまして、直ちに条例改正を必要としたため、専決処分を行ったもので

ございます。次のページをお願いいたします。改正の内容でございますけども、第２条第

３項に定めております、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額の限度額を現在１４

万円から１６万円に改めると伴に、同じく第４項の介護給付金課税額の限度額を１２万円

から１４万円に改めるものでございます。第１８条第１項では、地方税法施行規則の改正

により条のずれを改めるものでございます。第２３条は国民健康保険税の減額についての

定めでございますが、第１項中の減額後の限度額について第２条第３項の改定に合わせて

１４万円を１６万円に、１２万円を１４万円に改めるものでございます。第２項では、５

割軽減等の対象となる所得の算定において被保険者の数に世帯主を含めることとし、また

第３項では、２割軽減の対象となる所得の算定において被保険者の数に掛ける金額を現在

３５万円から４５万円に改める。いわゆる低所得者対策を講じられたものでございます。

附則といたしまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行することとしております。

第２条に改正後の規定は、平成２６年分以後の国民健康保険税から適用し、平成２５年度

分までは従前の例によることとしております。以上が議案第５４号でございます。ご審議

の程お願いいたします。 

●黒川副議長 

 番外、企画財政課長。 

●三上企画財政課長 

 上程になりました議案第５５号についてご説明を申し上げます。議案第５５号、専決処

分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとお

り専決処分したので同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。記。平成２５

年度美郷町一般会計補正予算第５号。処分年月日、平成２６年３月３１日。平成２６年６

月９日提出。美郷町長 景山 良材。専決第４号、平成２５年度美郷町一般会計補正予算

第５号。平成２５年度美郷町の一般会計補正予算第５号は、次に定めるところによる。歳

入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８２２０万８００

０円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７０億９１６４万４０００円とす

る。繰越明許費の補正。第２条、繰越明許費の変更は、第２表繰越明許費補正による。地

方債の補正。第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正による。平成２６年３月３１日

専決。美郷町長 景山 良材。専決処分の内容でございますが、歳入でございます。年度

末に至りまして地方譲与税、各種交付金、それから特別交付税が確定したことによる増額

補正。また財源としておりました普通交付税の算入がない起債、これを減額をするととも
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に、歳出面におきましては歳入の確定に伴います基金積立金の計上を行いましたのでご報

告を申し上げます。４ページをお願いいたします。第２表、繰越明許費の補正でございま

す。上から４列目でございます。事業名、林道一本木線開設工事でございます。これは、

１１月の集中豪雨により切土法面が崩壊をし、その法面保護部分を繰り越す予定としてお

りましたが、法面の土砂撤去の際、新たなクラックが発生し、再度調査設計に不測の日数

を要したため、変更して繰り越すものでございます。よろしくお願いいたします。続きま

して次のページをお願いいたします。第３表、地方債の補正でございます。上から７段目、

林道整備事業債でございます。これを９００万円減額して、限度額を１９００万円に、そ

れから一段飛びまして、道路整備事業債でございます。３６００万円減額いたしまして、

限度額を５９５０万円とするものでございます。いずれも財源として、公共事業等債を予

定をしておりましたが、公共事業等債は交付税算入と裏打ちのない財源の起債でございま

す。特別交付税が予算を上回る決定がされたことから、後年度の負担とならないよう考慮

いたしまして、起債借り入れを取りやめ、一般財源で対応したところでございます。起債

の方法、利率等は変更はございません。続いて８ページをお願いいたします。２、歳入で

ございます。款２、地方譲与税から次のページでございます、款７、自動車取得税交付金

までにつきましては、交付額の確定による補正でございまして、合計で２９２万８０００

円の減額となりました。それから一番下でございます。款９、地方交付税でございます。

１億３１８０万円の増額でございます。これによりまして平成２５年度の特別交付税は４

億７０１７万８０００円。対前年比で申しますと２．７％の減額となりました。続いて次

のページをお願いいたします。款２０、町債でございます。先程の地方債の補正にてご説

明を申し上げましたので、割愛をさせていただきます。１１ページをお願いをいたします。

３、歳出でございます。款２、目５、財産管理費でございます。特別交付税、それから各

種交付金等財源といたしまして、減債基金として８５００万円積み立てるものでございま

す。続きましてその下でございます。款６、項２、林業費でございます。それから、その

下もうひとつ款８、土木費の項２、道路橋梁費、いずれも先程歳入のところでご説明を申

し上げましたように、一般公共等債の借り入れを取りやめたため、一般財源としたことに

よる財源更生でございます。それから一番下でございます。款１４、予備費でございます。

今後の支出見込み等を勘案いたしまして、２７９万２０００円減額をいたしました。以上

で議案第５５号の説明を終わります。よろしくお願いを申し上げます。 

●黒川副議長 

 続いて報告事件案２件について順次説明を求めます。 

●黒川副議長 

 番外、企画財政課長。 

●三上企画財政課長 

 上程をいただきました報告第１号についてご報告を申し上げます。報告第１号、平成２

５年度美郷町一般会計繰越明許費について。地方自治法第２１３条の規定により繰り越し
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たので、同法施行令第１４６条第２項により下記のとおり報告する。平成２６年６月９日

提出。美郷町長 景山 良材。平成２５年度美郷町一般会計繰越明許費計算書でございま

す。平成２５年度美郷町一般会計繰越明許費計算書につきましては、去る３月の第１回定

例議会におきまして繰越明許費として議決をいただいたところでございますが、施行令の

規定によりまして地方公共団体の長は、繰越明許費にかかわる歳出予算の経費を翌年度に

繰り越したときは翌年度の５月３１日までに、繰越計算書を調整し、次の議会に報告しな

ければならない旨の規定となっており、このたび報告を申し上げるものでございます。そ

れでは、上から説明を申し上げます。事業名でございます。障害者自立支援給付支払等シ

ステム事業でございます。これは国の制度改正へのシステム仕様の提示が３月になされた

ため、発注が遅れ８９万２５００円繰り越したもので、８月末の完成を予定をしておりま

す。それから基盤整備促進事業でございます。これは国の経済対策によりまして、平成２

５年度国の補正予算で決定をされたものでございまして、４００万円全額を繰り越したも

ので、１２月末の完成予定でございます。それから林地崩壊防止事業でございます。県の

交付決定が遅れたことと、交通規制の協議に不測の日数を要したため１７０万円繰越をし

ておりましたが、５月末に完成をいたしました。それから林道一本木線改良事業でござい

ますが、これは先程も申しましたように１１月の集中豪雨により、切土法面が崩壊し法面

の土砂撤去の際、新たなクラックが発生し、再度調査設計に不測の日数を要したため１８

０２万９４００円繰り越すもので、７月末の完成予定でございます。それから８、土木費

でございます。交通安全対策事業でございます。これは８月の豪雨災害により、路肩危険

箇所が発生し、箇所の変更余儀なくされ、設計に不測の日数を要したため、全額の９００

万円繰り越しを行い、８月末の完成予定でございます。それから町道八神千原線につきま

しても災害により工事内容を変更、設計に不測の日数を要したため、１４２４万６０００

円それぞれ繰り越し、６月末の完成予定でございます。町道都賀行宮内線改良工事でござ

います。路線の計画案策定におきまして、地元との協議に不測の日数を要し、計画案等に

おける地権者との交渉が難航したため、３５００万円全額繰り越しするものでございます。

次に町道赤来光垰線改良事業でございますが、掘削工に伴う交通規制につきまして、地元

により通行止めを行わない工法への要望があり、その検討に不測の日数を要したため、２

９９１万３８４０円繰り越すもの。それから、その下でございます。町道久保線改良事業

でございますが、地権者との用地交渉に不測の日数を要したため、２０００万円全額を繰

り越すものでございまして、３路線とも１２月末の完成予定でございます。それから町道

飯谷線改良事業でございます。工事の施工に伴う作業用地の調整に不測の日数を要したた

め、１３４９万円繰り越し、７月末の完成予定でございます。それから町道都賀西都賀行

線改良工事でございます。法面工事着手後、浮き石処理の工法検討に時間を要したため、

１２８６万円繰り越し、６月末の完成予定でございます。それから公営住宅でございます。

公営住宅等ストック総合改善事業でございますが、これは都賀行ピロティー住宅の外装改

良でございます。これは国の経済対策によりまして平成２５年度国の補正予算の最終事業
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が決定となり、その全額６６０万円を繰り越したものでございまして、９月末の完成予定

でございます。それから災害の関係でございます。現年農業災害復旧事業、現年農業施設

災害復旧事業、いずれも工事施工に伴う交通規制の協議に不測の日数を要し、繰り越した

ものでございます。農業災害では１８５０万円繰り越し、８月末の完成予定でございます。

農業施設につきましては、３３３６万２１５０円繰り越し、１２月末の完成予定でござい

ます。それから林業施設災害復旧でございますが、これはコンクリート製品の資材不足等

により資材確保に不測の日数を要し、着工が遅れたため、５８７１万４１００円繰り越し

を行いましたが、７月末の完成予定でございます。また現年土木施設災害復旧事業でござ

いますが、これは用地の調整等に不測の日数を要したことと、資材不足により２億３７６

０万５９００円繰り越しを行いまして、完成は来年の３月末の予定でございます。繰越明

許費の繰り越し額の合計につきましては、１６事業５億１３９１万３８９０円でございま

して、この繰越に伴います財源につきましては、この計算書の財源内訳に掲載している通

りでございます。以上で報告第１号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

●黒川副議長 

 番外、建設課長。 

●赤穴建設課長 

 それでは報告第２号につきましてご説明いたします。報告第２号、平成２５年度美郷町

下水道事業特別会計繰越明許費について。地方自治法第２１３条の規定により繰り越した

ので、同施行令第１４６条第２項により下記のとおり報告する。平成２６年６月９日提出。

美郷町長 景山 良材。平成２５年度美郷町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に

つきまして、次の表の通りでございますが、一般会計と同じく計算書を提出するというこ

とでございますので、この下水道事業費につきましては、事業名が循環型社会形成推進交

付金事業と言いまして、いわゆる小型合併浄化槽でございます。この小型合併浄化槽の２

５年度分の内、５基相当分が繰越額ということで４９１万８０００円、２６年度へ繰り越

すということでございます。財源につきましては、右に書いてあります地方債４４００万、

一般財源５１万８０００円を充てるということでございます。以上でございます。よろし

くお願いします。 

●黒川副議長 

 以上で全議案の説明が終わりました。 

質疑は１３日に日程を取りますので、よろしくお願いいたします。 

以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

次の会議は１２日の木曜日、定刻より開きます。 

本日はこれをもちまして散会といたします。 

ご苦労さまでした。 

                   （散 会  午前 １０時 ３５分） 

 


